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暗号資産交換業に係る苦情処理及び紛争解決に関する規則 
 

（2018 年 7 ⽉ 30 ⽇ 制  定） 
（2020 年 4 ⽉ 24 ⽇ ⼀部改正） 

 
第１章 総則  
（⽬的）  
第 1 条  本規則は、会員の⾏う暗号資産関連取引（定款第 3 条第 6 項に規定する暗号資産

関連デリバティブ取引を除く。以下同じ。）に対する利⽤者等からの苦情及び紛
争の解決及び処理に関し必要な事項を定め、その迅速かつ適正な解決を図ること
により、 利⽤者等の利益の保護を図るとともに、業務の健全な発展に資するこ
とを⽬的とする。 

（定義）  
第２条  本規則において「業務」とは、暗号資産関連取引に関する業務をいう。  

２  本規則において「苦情」とは、前項に定める業務に対する利⽤者等の不満⾜の表
明であるものをいう。  

３  本規則において｢紛争｣とは、前項の苦情のうち、苦情の当事者間で協議による解
決ができない事案をいう。  

（苦情等申出⼈の範囲）  
第３条  本規則において、協会が苦情及び紛争（以下、総称して「苦情等」という。）の申

し出を受け付ける利⽤者等の範囲は、当該取引の名義⼈本⼈⼜はその代理⼈とす
る。ただし、代理⼈については、原則として、親権者、相続⼈⼜は法定後⾒⼈と
する。  

  
第２章 苦情等への対応  
（利⽤者からの苦情に関する対応）   
第４条  会員は、利⽤者から業務に関する苦情等の申出がなされた場合に対し、以下の内

容を含む苦情処理体制を構築する。   
（1）苦情等に対し迅速かつ適切な処理、対応ができるよう、苦情等に係る担当部

署及び処理⼿続の制定  
（2）利⽤者が簡便かつ容易に苦情等の申出ができるよう、苦情等窓⼝の充実化  
（3）苦情等の内容が経営に重⼤な影響を与え得る事案であれば内部監査部⾨や経

営陣に報告する等、事案に応じ必要な関係者間で情報共有が図られる体制   
（4）苦情等申出を⾏った利⽤者に対し、対応状況についての説明等、適切なフォ

ローアップがなされる体制   
（5）苦情等の内容は、正確かつ適切に記録、保存されるとともに、蓄積と分析を

⾏うことによって、勧誘体制や事務処理体制の改善、再発防⽌策の策定に⼗分
活⽤される体制   

２   会員は、暗号資産交換業者が⾏った利⽤者の保護に⽋ける⾏為に関する情報その
他利⽤者の利益を保護するために必要な情報として以下のものを取得したときは、
これを協会に報告する。   

（1）資⾦決済法第 63 条の 2 の登録を受けないで暗号資産交換業を⾏っている者
を知ったときは、その者及び当該者が⾏う暗号資産交換業に関する情報   
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（2）その他利⽤者の利益を保護するために協会が必要と認める情報  
（苦情処理措置）   
第５条  会員は、苦情を処理するための措置として、利⽤者からの苦情の処理の業務に従

事する使⽤⼈その他の従業者に対する助⾔若しくは指導を消費⽣活に関する消
費者と事業者との間に⽣じた苦情に係る相談その他の消費⽣活に関する事項に
ついて専⾨的な知識経験を有する者として暗号資産交換業に関する内閣府令（以
下「府令」という。）で定める者に⾏わせること⼜はこれに準ずるものとして府
令第 32 条第１項（第２号を除く。）で定める措置を講じなければならない。         

２   会員は、前項の措置に加え、協会が⾏う苦情の解決により、暗号資産関連取引に
関する苦情の処理を図るものとする。この場合において、会員は、次章の定めに従
わなければならない。  

（紛争解決措置）   
第６条  会員は、協会が協定書を締結する弁護⼠会によるあっせん⼜は仲裁⼿続により、 

暗号資産関連取引に関する紛争の解決を図るものとする。この場合において、会
員は、 当該弁護⼠会が⾏う⼿続に関する規程等及び協会と弁護⼠会との間の協
定書並びに協会及び弁護⼠会に対する確認書に従い対応するものとし、例えば、
当該弁護⼠会から、特別調停案が提⽰された場合には、資⾦決済法第 101 条で準
⽤する銀⾏法第 52 条の 67 第６項各号に規定する場合を除き、これを受諾しなけ
ればならない。  

２   会員は、前項の紛争解決措置に加え、利⽤者との紛争の解決を認証紛争解決⼿続 
（裁判外紛争解決⼿続の利⽤の促進に関する法律（平成 16 年法律第 151 号）第２
条第３号に規定する認証紛争解決⼿続をいう。）により図ること⼜はこれに準ずるも
のとして府令第 32 条第 2 項で定める措置を⾃ら講じることができる。  

 
第 3 章 苦情等の解決⽀援  
（苦情等解決の促進）  
第 7 条  協会は、利⽤者等から苦情等の申し出があったときは、その相談に応じ、当該申

出⼈に必要な助⾔をし、簡易な質問等を除き、必要に応じて苦情等に係る事情を
調査するとともに、苦情等の対象となった会員に対して、苦情等の処理を求め、
迅速な解決に努めるものとする。  

２   協会は、苦情等の処理に当たっては、秘密を保ち、常に公正不偏な態度を保持す
るとともに、関係⼈の正当な権利を損なうことのないよう注意をするものとする。 

（苦情解決への会員の対応）  
第８条  会員は、前条第１項により苦情の処理を求められた場合には、当該申出⼈と速や

かに連絡をとり誠意をもってこれに対応し、苦情の早期解決に努めるものとする。 
 2   会員は、前項の苦情の処理経過及び結果について、細則に定める要領により協会

に報告するものとする。  
（苦情申出⼈への説明）  
第９条  協会は、苦情の申出⼈からの求めに応じて、前条第２項により報告された当該苦

情に関する処理経過⼜は処理結果を説明するものとする。ただし、会員から説明
することが適当と判断するときは、この限りではない。 

（紛争解決⽀援機関の利⽤）  
第 10 条 協会は、前条による説明では納得が得られない苦情の申出⼈、苦情の処理によら
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ずに紛争解決⽀援機関による解決を求める申出⼈⼜は苦情の申し出から３か⽉
以上にわたり苦情の解決が図られていないとする苦情の申出⼈から、その旨の申
し出を受けたときは、細則に定めるところにより、苦情解決のため協会と協定を
締結している東京弁護⼠会紛争解決センター、第⼀東京弁護⼠会仲裁センター⼜
は第⼆東京弁護⼠会仲裁センター（以下、これらを総称して「紛争解決⽀援 機
関」という。）の利⽤申込みが可能であることを説明し、利⽤申込みに関する苦
情申出⼈の意思を確認するものとする。  

２   前項の⼿続きを経て苦情申出⼈から利⽤の申込みがある場合には、協会は、会員
に対して、苦情申出⼈が紛争解決⽀援機関の利⽤を求めていることを通知する。 通
知を受けた会員は、裁判や⺠事調停により解決を図ることを明確にする等の合理的
な理由がない限り、苦情申出⼈からの紛争解決⽀援機関の利⽤の求めに応じるもの
とする。  

３   会員は、前項により利⽤の求めに応じた場合には、正当な理由がある場合を除き、
紛争解決⽀援機関において和解のあっせんに必要な資料の提出を求められたときに
は、これに応じるよう努めるとともに、提⽰された和解案を尊重するよう努めるも
のとする。  

４   会員は、紛争解決⽀援機関の利⽤に係る紛争の処理経過及び結果について、細則
の定める要領により協会に報告するものとする。  

５   協会及び会員は、第１項の紛争解決⽀援機関の周知に努めるものとする。  
（資料等の提出義務）  
第 11 条 協会は、苦情等の処理について必要があると認めるときは、当該苦情等に係る会

員に⼝頭若しくは⽂書による説明⼜は資料の提供を求めることができる。  
２   会員は、協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な事由なくこれを
拒むことはできないものとする。  

（⾮会員への苦情）  
第 12 条 協会は、利⽤者等から会員以外の者が⾏う暗号資産関連取引に係る業務につき、 苦

情の申し出があった場合には、その内容を聴取し、必要に応じて関係当局等に連
絡するとともに、当該苦情の解決に協⼒するものとする。 

（苦情等の処理結果の周知と再発防⽌）  
第 13 条  協会は、苦情等に係る事情、その解決結果等を会報等により会員に周知するもの

とし、再発防⽌、拡⼤防⽌及び未然防⽌に努めなければならない。  
（注意・勧告）  
第 14 条  協会は、申し出のあった苦情等に関し、会員に利⽤者等の保護に⽋ける⾏為や、

同⼀苦情等の多発等、苦情等の未然防⽌に⽋ける⾏為があったと判断するときは、
理事会に諮って、当該会員に対し、⽂書により注意⼜は勧告を⾏うことが でき
るものとする。    

２   協会は、前項の⽂書による注意⼜は勧告を⾏うに当たっては、当該会員等関係者
に事情の聴取を⾏う等、慎重を期するものとする。  

（関係当局等との関係）  
第 15 条  協会は、関係当局等より苦情等の処理につき、協⼒要請があった場合及びその結

果等について報告を求められた場合は、これに協⼒するものとする。  
２   協会は、会員が⾏う暗号資産関連取引に係る業務につき、利⽤者等からの苦情等

に関し、法令に違反する事実があると思料するときは、関係当局に通知することが
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できる。  
（守秘義務）  
第 16 条  役員及び職員は、苦情等の解決に係る事項に関し、その職務上知ることができた

秘密を正当な事由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても 
同様とする。  

（委任）  
第 17 条 本規則に定めるもののほか、苦情解決⽀援に必要な細則については、会⻑が別に

定める。 
 
 
附則 
この規則は、2018 年 10 ⽉ 24 ⽇から施⾏する。 
 
附則（2020 年 4 ⽉ 24 ⽇決議） 
この規則は、2020 年 5 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
 


